
地域公共交通確保維持改善事業実施要領２（１）④イに規程する協議会が特に認める場合に該当する系統の概要

起点 主な経由地 終点 キロ程 起点 主な経由地 終点 キロ程 キロ程 内訳 割合

東ヶ丘線

①

知多乗合株

式会社

緒川駅

東口

東浦町役場

緒川小学校南

相生の丘

巽ヶ丘駅 12.1
東浦町役場前交差点→東浦町役場→緒川小学校南→猪伏釜交差点

（1.2km）
- R6.10.1

東ヶ丘線

②

知多乗合株

式会社
巽ヶ丘駅

相生の丘

於大公園南

東浦町役場

緒川駅

東口
12.4 1.4

猪伏釜交差点→於大公園南→東浦町役場→東浦町役場前交差点

（1.4km)
11.6% R6.10.1

主系統の復路に当たる系統である。

主系統は於大公園の北側道路を運行するのに対し、本

系統は、道路構造や利用者の需要、利用実態、運行効

率等を勘案し於大公園の南側道路を運行するもの。

一部経由地が異なるのみであり、系統が果たす機能は

同一と認められる。

起点 主な経由地 終点 キロ程 起点 主な経由地 終点 キロ程 キロ程 内訳 割合

東ヶ丘線

③

知多乗合株

式会社

緒川駅

東口

東浦町役場

緒川小学校南

相生の丘

知北平和公園

巽ヶ丘駅 13.5
東浦町役場前交差点→東浦町役場→緒川小学校南→猪伏釜交差点

（1.2km）
0.0% R6.10.1

東ヶ丘線

④

知多乗合株

式会社
巽ヶ丘駅

知北平和公園

相生の丘

於大公園南

東浦町役場

緒川駅

東口
13.6 1.4

猪伏釜交差点→於大公園南→東浦町役場→東浦町役場前交差点

（1.4km)
11.6% R6.10.1

主系統の復路に当たる系統である。

主系統は於大公園の北側道路を運行するのに対し、本

系統は、道路構造や利用者の需要、利用実態、運行効

率等を勘案し於大公園の南側道路を運行するもの。

一部経由地が異なるのみであり、系統が果たす機能は

同一と認められる。

系統名 運行事業者

主系統

系統名 運行事業者

主系統

運行系統 運行系統 主系統と異なる区間

主系統と同一の補助対象系統に属するものとして付属

系統を取り扱うことの理由
運行系統 運行系統 主系統と異なる区間

付属系統
適用開始

年月日

付属系統
適用開始

年月日

主系統と同一の補助対象系統に属するものとして付属

系統を取り扱うことの理由


